
担
保
化
さ
れ
た
金
銭
の
担
保
法
的
考
察
（
清
水
）

（
一
〇
三
三
）

担
保
化
さ
れ
た
金
銭
の
担
保
法
的
考
察

│
敷
金
関
係
を
中
心
に

清　
　

水　
　

恵　
　

介

第
一　

序　

論

物
的
担
保
に
関
す
る
法
体
系
の
中
で
、
担
保
目
的
物
と
し
て
の
金
銭
は
、
い
か
に
処
遇
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
単
純
な
問
い

は
、
意
外
な
こ
と
に
、
少
な
く
と
も
日
本
法
の
下
で
は
、
明
確
な
解
答
が
与
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
金
銭
を
担
保
化
す
る
実
例
の
不
存
在
を
意
味
し
な
い
。
不
動
産
賃
貸
借
実
務
に
お
け
る
敷
金
の
慣
行
が
そ
の
適
例
で
あ

ろ
う
（
1
）

。
敷
金
の
交
付
は
、
紛
れ
も
な
く
金
銭
に
よ
る
債
権
担
保
の
一
手
段
で
あ
る
。
ま
た
、
敷
金
を
め
ぐ
っ
て
は
幾
多
の
実
践
的
・
理
論

的
問
題
点
が
あ
り
、
判
例
等
を
通
じ
て
一
定
の
法
的
処
理
が
施
さ
れ
て
き
た
の
も
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

三
〇
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
〇
三
四
）

と
こ
ろ
が
、
敷
金
の
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
債
権
法
各
論
・
契
約
法
・
賃
貸
借
法
に
お
け
る
問
題
の
一
つ
と
し

て
扱
わ
れ
（
2
）

、
担
保
法
に
お
け
る
考
察
対
象
と
し
て
は
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
（
3
）

。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
担
保
法
的
考
察
の
余
地
及
び

実
益
は
一
切
な
い
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
が
本
稿
の
問
題
意
識
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
の
点
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
示
唆
を
求
め
る
こ
と
と

し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
民
法
、
特
に
担
保
法
の
体
系
書
上
、
多
か
れ
少
な
か
れ
金
銭
上
の
担
保
権
に
つ
い
て
の
記
述
が
み
ら
れ
、

正
面
か
ら
の
担
保
法
的
考
察
が
試
み
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
二
〇
〇
六
年
に
お
け
る
担
保
法
の
大
改
正
及

び
二
〇
〇
九
年
に
お
け
る
担
保
信
託
法
の
導
入
を
通
じ
て
、
金
銭
上
の
担
保
権
の
法
的
取
扱
い
を
め
ぐ
る
議
論
に
一
定
の
変
化
も
み
ら
れ

る
。以

下
、
敷
金
関
係
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
金
銭
の
担
保
化
に
対
す
る
担
保
法
的
考
察
の
理
論
的
可
能
性
（
第
二
）
を
確
認
し
た
上
で
、

つ
い
で
、
担
保
的
考
察
の
具
体
的
実
益
（
第
三
）
に
も
言
及
を
試
み
た
い
。

第
二　

担
保
法
的
考
察
の
理
論
的
可
能
性

一　

担
保
目
的
物
と
し
て
の
金
銭
の
特
殊
性

こ
れ
ま
で
日
本
法
に
お
い
て
、
担
保
目
的
物
と
し
て
の
金
銭
に
対
す
る
担
保
法
的
考
察
が
加
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、
問
題
局
面

が
敷
金
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
い
て
実
践
例
の
多
様
性
に
乏
し
か
っ
た
と
い
う
現
実
的
理
由
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
、
担
保
目

的
物
と
し
て
の
金
銭
の
特
殊
性
に
由
来
す
る
理
論
的
理
由
こ
そ
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
、
以
下
の
三
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

三
〇
四



担
保
化
さ
れ
た
金
銭
の
担
保
法
的
考
察
（
清
水
）

（
一
〇
三
五
）

⑴　

種
類
物
担
保
の
否
定
観

ま
ず
第
一
に
、
究
極
の
種
類
物
と
し
て
の
金
銭
に
限
ら
ず
、
種
類
物
一
般
に
対
す
る
担
保
権
設
定
と
い
う
も
の
が
否
定
的
に
捉
え
ら
れ

て
き
た
点
を
指
摘
で
き
よ
う
。
と
り
わ
け
、
物
権
の
一
般
理
論
と
し
て
、
物
権
の
対
象
で
あ
る
物
の
特
定
性
が
説
か
れ
る
こ
と
か
ら
、
物

権
の
一
種
で
あ
る
担
保
物
権
に
も
同
様
に
目
的
物
の
特
定
性
が
要
求
さ
れ
る
も
の
と
理
解
す
る
と
き
に
は
、
種
類
物
の
上
に
担
保
権
を
設

定
す
る
こ
と
自
体
不
可
能
で
あ
る
と
の
理
解
に
達
す
る
こ
と
と
な
る
。
と
り
わ
け
、
登
記
に
よ
る
不
動
産
ご
と
の
公
示
を
必
須
の
要
素
と

す
る
抵
当
権
等
の
不
動
産
担
保
権
に
つ
い
て
は
、
目
的
物
の
特
定
性
が
公
示
の
前
提
と
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
種
類
物
担
保
は
否
定
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。

も
っ
と
も
、
他
方
で
、
動
産
上
の
担
保
権
に
目
を
転
ず
る
な
ら
ば
、
近
時
、
飛
躍
的
発
展
を
遂
げ
て
い
る
集
合
動
産
（
な
い
し
は
流
動

動
産
）
を
対
象
と
す
る
譲
渡
担
保
の
実
務
慣
行
こ
そ
が
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
種
類
物
を
対
象
と
す
る
担
保
権
設
定
で
あ
る
こ
と
に
気
づ

か
さ
れ
る
。
本
来
、
分
離
・
引
渡
し
等
を
通
じ
た
「
特
定
」（
民
法
四
〇
一
条
二
項
）
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
所
有
権
が
移
転
す
る
は
ず
の
種

類
物
が
、
集
合
動
産
譲
渡
担
保
に
お
い
て
は
、
目
的
物
の
場
所
的
・
種
類
的
範
囲
の
み
を
特
定
し
た
段
階
で
既
に
物
的
担
保
の
設
定
に
よ

る
優
先
弁
済
権
の
確
保
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
平
成
一
六
年
に
制
定
さ
れ
た
動
産
譲
渡
登
記
制
度
は
、
そ
の
よ
う
な
前
提
で

の
公
示
を
可
能
に
す
る
た
め
、
動
産
の
所
在
で
特
定
す
る
方
法
に
よ
る
登
記
を
可
能
に
し
た
が
（
動
産
・
債
権
譲
渡
特
例
法
七
条
二
項
五
号
、

動
産
・
債
権
譲
渡
登
記
規
則
八
条
一
項
二
号
）、
そ
も
そ
も
、
種
類
物
所
有
権
の
移
転
が
不
可
能
で
あ
る
の
に
担
保
権
の
設
定
は
可
能
で
あ
る

と
い
う
逆
説
的
な
結
論
を
、
物
権
法
上
い
か
に
正
当
化
す
る
か
、
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
大
き
な
問
題
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、

こ
こ
で
は
、
集
合
動
産
譲
渡
担
保
に
お
け
る
種
類
物
担
保
が
、
種
類
物
売
買
と
法
的
構
造
を
異
に
す
る
と
の
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
集
合
動
産
譲
渡
担
保
か
ら
離
れ
て
み
た
と
き
、
担
保
権
設
定
の
対
象
と
し
て
、
種
類
物
が
一
般
に
許
容
さ
れ
て
い
る

三
〇
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
〇
三
六
）

か
は
疑
わ
し
い
。
例
え
ば
、
目
的
物
の
引
渡
し
を
必
須
の
要
素
と
す
る
動
産
質
権
に
お
い
て
、
特
定
さ
れ
な
い
ま
ま
の
種
類
物
を
担
保
の

目
的
と
す
る
こ
と
は
、
今
日
認
め
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
し
て
や
、
金
銭
を
担
保
目
的
物
と
す
る
動
産
質
権
の
設
定
は
、

お
よ
そ
想
定
す
ら
さ
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

⑵　

占
有
＝
所
有
構
造
に
よ
る
質
権
設
定
の
不
可
能
性

第
二
に
、
金
銭
に
お
い
て
は
、「
占
有
あ
る
と
こ
ろ
所
有
あ
り
」
と
い
っ
た
占
有
＝
所
有
説
が
通
説
・
判
例
と
な
っ
て
い
る
こ
と
（
4
）

か
ら
、

所
有
権
を
設
定
者
に
と
ど
め
た
ま
ま
占
有
だ
け
を
移
転
さ
せ
る
質
権
の
設
定
は
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
る
と
一
般
に
認
識
さ
れ
て
い
る
点

を
指
摘
で
き
よ
う
。
現
に
、
敷
金
関
係
の
法
的
構
成
は
、
こ
の
占
有
＝
所
有
説
を
前
提
と
し
た
「
停
止
条
件
付
返
還
債
務
を
伴
う
金
銭
所

有
権
の
移
転
説
（
5
）

」
が
一
般
に
説
か
れ
て
い
る
。
金
銭
は
、
他
の
有
体
物
と
は
異
な
り
、
所
有
権
か
ら
派
生
し
た
制
限
物
権
を
生
ず
る
余
地

が
な
く
、
制
限
物
権
の
一
種
で
あ
る
担
保
物
権
、
特
に
質
権
が
成
立
す
る
余
地
も
な
い
（
6
）

と
の
前
提
が
あ
る
と
い
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
敷
金
関
係
を
あ
え
て
担
保
法
的
に
構
成
す
る
な
ら
ば
、
所
有
権
移
転
型
担
保
の
一
種
で
あ
る
譲
渡
担
保
と
し
て
構
成
す

る
よ
り
ほ
か
に
な
い
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
構
成
を
説
く
見
解
す
ら
み
ら
れ
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

⑶　

弁
済
充
当
と
の
類
似
性

第
三
に
、
被
担
保
債
権
の
一
般
的
形
態
で
あ
る
金
銭
債
権
を
想
定
し
た
場
合
、
敷
金
契
約
に
基
づ
く
賃
貸
人
へ
の
金
銭
の
交
付
は
、
客

観
的
に
は
、
弁
済
期
到
来
前
に
お
け
る
当
該
被
担
保
債
権
へ
の
弁
済
行
為
、
い
わ
ゆ
る
前
払
い
と
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
結
局
の

と
こ
ろ
、
金
銭
交
付
者
の
主
観
的
意
図
が
債
権
担
保
に
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
被
担
保
債
権
の
即
時
の
消
滅
を
き
た
さ
な
い
別
枠
の
金
銭

三
〇
六



担
保
化
さ
れ
た
金
銭
の
担
保
法
的
考
察
（
清
水
）

（
一
〇
三
七
）

交
付
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
い
う
の
が
金
銭
の
担
保
化
の
特
質
と
い
え
よ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
敷
金
の
交
付
を
も
っ
て
、
不
動
産
担

保
の
領
域
に
お
け
る
仮
登
記
担
保
の
よ
う
な
一
種
の
停
止
条
件
付
代
物
弁
済
（
7
）

と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
こ
れ
ま
た
そ
の
よ
う
に
説
く
見
解
が
み
ら
れ
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
担
保
権
実
行
の
場
面
を
想
定
し
て
み
て
も
、
金
銭
の
場
合
は
、
通
常
の
財
産
の
場
合
と
は
異
な
り
、
債
権
者
が
一
般
の
被
担

保
債
権
で
あ
る
金
銭
債
権
を
回
収
し
た
と
き
と
、
担
保
物
と
し
て
の
金
銭
を
実
行
に
よ
り
債
権
者
に
帰
属
さ
せ
た
と
き
と
で
、
そ
の
結
果

と
し
て
の
財
産
状
況
に
違
い
が
な
い
こ
と
か
ら
、
と
り
わ
け
、
当
事
者
間
の
契
約
関
係
が
終
了
し
て
被
担
保
債
権
が
こ
れ
以
上
追
加
さ
れ

な
い
状
況
に
達
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
担
保
権
の
実
行
時
期
を
な
お
も
債
権
者
の
自
由
な
選
択
に
委
ね
る
こ
と
に
、
果
た
し
て
ど
れ
ほ

ど
の
意
義
が
あ
る
か
が
問
題
と
な
り
得
る
。
む
し
ろ
債
務
者
の
立
場
か
ら
は
、
い
ち
早
く
相
殺
な
い
し
は
弁
済
充
当
に
よ
る
清
算
を
行
っ

て
被
担
保
債
権
を
早
期
に
縮
減
さ
せ
る
こ
と
に
は
、
特
に
債
権
者
の
倒
産
の
場
面
に
お
い
て
実
益
が
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
は
、

任
意
の
担
保
権
実
行
の
論
理
と
は
本
来
相
容
れ
な
い
当
然
充
当
の
論
理
を
生
ず
る
こ
と
と
な
る
。
現
に
、
敷
金
関
係
に
関
す
る
近
時
の
判

例
（
8
）

は
、「
目
的
物
の
返
還
時
に
残
存
す
る
賃
料
債
権
等
は
敷
金
が
存
在
す
る
限
度
に
お
い
て
敷
金
の
充
当
に
よ
り
当
然
に
消
滅
す
る
」
と

説
い
て
、
こ
の
論
理
を
容
認
し
て
い
る
。

二　

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
取
扱
い
│
い
わ
ゆ
る
金
銭
質
に
つ
い
て

こ
の
よ
う
な
日
本
法
の
取
扱
い
と
は
対
照
的
に
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
金
銭
の
担
保
化
に
対
し
て
正
面
か
ら
担
保
法
的
考
察
を

加
え
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
具
体
的
に
は
、
担
保
法
の
体
系
書
上
、「
質
権
の
設
定
要
件
」
の
項
目
の
中
で
、
種
類
物

が
質
権
設
定
の
対
象
と
な
り
得
る
こ
と
の
延
長
上
の
問
題
と
し
て
（
9
）

、
あ
る
い
は
、「
特
殊
な
質
権
」
の
項
目
の
中
で
（
10
）

、
こ
の
問
題
、
い
わ

三
〇
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
〇
三
八
）

ゆ
る
金
銭
質gage-espèces

の
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
る
（
11
）

。

も
っ
と
も
、
金
銭
質
と
い
っ
て
も
、
動
産
質
と
し
て
の
性
質
決
定
が
な
さ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
そ
の
法
的
構
成
に
は
争
い
が
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
下
で
も
、
金
銭
が
債
権
者
に
交
付
さ
れ
た
な
ら
ば
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
所
有
権
は
当
該
債
権
者
に
移
転
す
る

こ
と
と
な
る
た
め
、
動
産
質
と
し
て
の
性
質
決
定
は
で
き
ず
、
あ
く
ま
で
信
託
的
譲
渡
と
し
て
の
構
成
、
い
わ
ゆ
る
担
保
信
託
と
し
て
し

か
構
成
で
き
な
い
と
の
見
解
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
12
）

。

し
か
し
、
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
動
産
質
と
担
保
信
託
と
の
間
で
い
ず
れ
か
の
性
質
決
定
が
な
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
い
ず
れ
も
担
保
法

の
枠
内
で
考
察
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
点
は
、
二
〇
〇
六
年
の
担
保
法
改
正
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
種
類
物

質
権
（
13
）

に
関
す
る
明
文
規
定
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
法
的
取
扱
い
は
い
っ
そ
う
明
確
に
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
二
三
四
一
条
は
、
一
項
前
段
に
お
い
て
、「
質
権
が
代
替
物
を
対
象
と
す
る
場
合
に
は
、
債
権
者
は
、

自
己
に
属
す
る
同
じ
性
質
の
物
と
分
離
し
て
そ
の
物
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
規
定
を
置
き
、
い
わ
ゆ
る
担
保
権
者
側
の
分

別
管
理
義
務
を
定
め
る
。
ま
た
、
こ
の
義
務
に
違
反
し
た
場
合
の
制
裁
と
し
て
、
同
項
後
段
は
、
設
定
者
が
、
損
害
賠
償
と
は
別
に
、
質

物
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
規
定
を
置
く
。
更
に
、
同
条
二
項
で
は
、
分
別
管
理
義
務
を
合
意
に
よ
り
免
除
す
る
こ
と
が

で
き
、
そ
の
場
合
に
は
、「
債
権
者
は
、
質
に
供
さ
れ
た
物
の
所
有
権
を
取
得
し
、
同
等
の
物
の
同
量
を
返
還
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら

れ
る
」
と
の
規
定
を
置
く
こ
と
で
、
担
保
権
者
が
代
替
物
の
所
有
者
と
な
る
旨
を
明
文
化
す
る
に
至
っ
た
。

こ
の
点
、
同
条
に
い
う
「
代
替
物
」
に
金
銭
が
含
ま
れ
る
か
が
条
文
上
は
明
確
で
な
い
も
の
の
、
フ
ラ
ン
ス
法
上
、
こ
の
点
に
疑
問
の

目
を
向
け
る
見
解
は
み
ら
れ
な
い
。
現
に
、「
民
法
典
二
三
三
八
条
に
か
か
る
、
又
は
非
占
有
質
権
の
公
示
に
関
す
る
二
〇
〇
六
年
一
二

月
二
三
日
の
デ
ク
レ
二
〇
〇
六
│
一
八
〇
四
号
二
条
六
号
に
規
定
さ
れ
た
リ
ス
ト
に
つ
い
て
の
二
〇
〇
七
年
二
月
一
日
の
ア
レ
テ
」
一
条

三
〇
八



担
保
化
さ
れ
た
金
銭
の
担
保
法
的
考
察
（
清
水
）

（
一
〇
三
九
）

一
〇
号
に
は
、
担
保
権
の
設
定
さ
れ
る
財
産
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
一
つ
と
し
て
、
金
銭
を
含
む
「
通
貨m

onnaies （14
）

」
が
他
の
動
産
類
と
と

も
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
少
な
く
と
も
二
三
四
一
条
一
項
が
適
用
さ
れ
る
場
面
で
は
、
金
銭
質
は
あ
く
ま
で
種
類
物
を
対
象
と
す
る
動
産
質
の
一
種

と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
確
か
に
、
義
務
に
従
っ
て
分
別
管
理
が
な
さ
れ
て
い
る
限
り
で
は
担
保
権
者
固
有
の
資
産
に
当
該
金
銭

が
混
入
せ
ず
（
15
）

、
担
保
目
的
物
の
特
定
性
が
維
持
さ
れ
る
た
め
に
、
所
有
と
占
有
の
帰
属
を
一
致
さ
せ
る
必
要
が
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
当
該

金
銭
の
所
有
権
は
設
定
者
に
と
ど
め
、
占
有
者
で
あ
る
債
権
者
に
は
質
権
を
付
与
す
る
と
い
っ
た
理
論
構
成
が
可
能
に
な
る
も
の
と
い
え

よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
問
題
は
、
同
条
二
項
が
適
用
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
債
権
者
が
目
的
物
の
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
は
、
一
見
、
質
権

の
設
定
と
は
相
容
れ
ず
、
そ
の
場
合
は
担
保
信
託
と
し
て
の
扱
い
へ
と
移
行
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
同
条
項
が
あ
く
ま
で
動
産
質

に
関
す
る
規
定
中
に
存
在
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
目
的
物
の
所
有
権
移
転
が
認
め
ら
れ
て
も
な
お
、
質
権
設
定
と
し
て
の
性
質
決
定
は
維
持

さ
れ
る
と
の
見
解
も
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
い
ま
だ
議
論
は
流
動
的
で
あ
る
。

な
お
、
二
〇
〇
六
年
改
正
担
保
法
は
、
登
記
に
よ
る
公
示
を
予
定
し
た
非
占
有
型
の
質
権
（
民
法
典
二
三
三
七
条
一
項
・
二
三
三
八
条
）
を

新
た
に
導
入
し
た
た
め
、
上
記
に
述
べ
た
種
類
物
質
権
は
、
従
来
型
の
占
有
質
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
非
占
有
質
に
も
妥
当
す
る
。
す
な
わ

ち
、
非
占
有
型
の
種
類
物
質
権
も
ま
た
許
容
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
日
本
法
で
い
う
と
こ
ろ
の
集
合
動
産
譲
渡
担
保
を
質
権
の
制
度
枠

組
み
の
中
で
実
現
す
る
立
法
措
置
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
上
、
集
合
動
産
を
対
象
と
す
る
担
保
権
は
、
よ
り
広
範
な

射
程
を
も
つ
種
類
物
（
な
い
し
は
代
替
物
）
質
権
に
包
含
さ
れ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

三
〇
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
〇
四
〇
）

第
三　

担
保
法
的
考
察
の
実
益

以
上
の
と
お
り
、
金
銭
に
つ
い
て
も
、
他
の
財
産
に
お
け
る
の
と
同
様
、
そ
の
担
保
化
に
対
し
て
は
、
正
面
か
ら
の
担
保
法
的
考
察
が

理
論
上
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
法
は
こ
の
点
に
関
し
て
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
実
際
に
、
か
か
る
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
は
、
い
か
な
る
実
益
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
、
フ
ラ
ン
ス

に
お
け
る
金
銭
質
の
具
体
的
な
法
的
規
律
内
容
を
参
照
し
て
お
き
た
い
。

一　

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
考
察
の
実
益

先
に
み
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
金
銭
質
は
、
有
力
学
説
に
従
う
な
ら
ば
、
分
別
管
理
義
務
の
有
無
に
よ
っ
て
動
産
質
と
し

て
扱
わ
れ
る
場
合
と
担
保
信
託
と
し
て
扱
わ
れ
る
場
合
と
が
存
す
る
。
で
は
、
そ
れ
ら
の
扱
い
に
よ
っ
て
、
具
体
的
に
い
か
な
る
規
律
が

施
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
順
次
み
て
い
き
た
い
。

⑴　

動
産
質
と
し
て
扱
わ
れ
る
場
合

こ
の
場
合
は
、
金
銭
質
が
動
産
質
の
一
種
で
あ
る
と
さ
れ
る
以
上
、
本
来
、
動
産
質
の
一
般
法
で
あ
る
現
行
民
法
典
二
三
三
三
条
〜

二
三
五
〇
条
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
結
果
、
と
り
わ
け
、
質
権
の
設
定
に
あ
た
っ
て
一
定
内
容
の
文
書
作
成
が
要
求
さ
れ
る
と
の
点
（
民
法
典
二
三
三
六
条
（
16
）

）
が
、
同
規

定
の
適
用
に
よ
る
顕
著
な
所
産
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
現
に
、
フ
ラ
ン
ス
破
毀
院
の
判
例
（
17
）

は
、
債
権
の
担
保
に
当
て
ら
れ
た
金
銭
の
特

三
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担
保
化
さ
れ
た
金
銭
の
担
保
法
的
考
察
（
清
水
）

（
一
〇
四
一
）

別
口
座
上
の
登
録
方
法
で
行
わ
れ
た
質
権
設
定
に
つ
き
、
二
〇
〇
六
年
改
正
前
の
民
法
典
二
〇
七
四
条
を
適
用
し
て
、
確
定
日
付
付
き
の

文
書
が
存
在
し
な
い
場
合
の
第
三
者
対
抗
力
を
否
定
し
た
。
し
か
し
、
比
較
的
設
定
内
容
が
単
純
で
あ
る
金
銭
質
に
お
い
て
も
、
か
か
る

文
書
作
成
を
な
お
要
求
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
疑
問
を
差
し
挟
む
余
地
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

他
方
、
質
権
の
実
行
の
場
面
に
関
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
流
質
条
項
を
禁
止
し
て
い
た
旧
民
法
典
二
〇
七
八
条
二
項
が
二
〇
〇
六
年
法
に

よ
り
改
め
ら
れ
、
一
般
に
許
容
さ
れ
る
こ
と
（
現
行
民
法
典
二
三
四
八
条
）
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
問
題
は
回
避
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
旧

法
下
で
の
破
毀
院
判
例
（
18
）

は
、
二
〇
〇
六
年
改
正
前
の
民
法
典
二
〇
七
八
条
が
、
金
銭
質
に
関
し
て
は
流
質
条
項
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な

い
旨
判
示
し
て
お
り
、
い
わ
ば
特
例
的
な
扱
い
を
認
め
る
よ
う
な
形
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
新
法
の
下
で
も
要
求
さ

れ
て
い
る
鑑
定
人
に
よ
る
財
産
価
値
の
決
定
（
民
法
典
二
三
四
八
条
二
項
）
が
不
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
点
（
19
）

に
お
い
て
は
、
特
例
的
な
扱
い

は
な
お
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
明
示
の
契
約
条
項
が
な
い
場
合
に
は
、
債
権
者
は
、
裁
判
官
の
許
可
な
く
し
て
担
保
と
し
て

引
き
渡
さ
れ
た
金
銭
を
自
己
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
も
解
さ
れ
て
お
り
（
20
）

、
そ
の
限
り
で
は
、
動
産
質
に
関
す
る
従
来
の

実
行
方
法
が
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
が
、 

そ
の
場
合
に
裁
判
官
の
許
可
を
あ
え
て
要
求
す
べ
き
理
由
は
乏
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

加
え
て
、
分
別
管
理
義
務
が
課
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
義
務
に
違
反
し
て
分
別
管
理
を
怠
っ
た
場
合
の
制
裁
の
あ
り
方
も
問
題

と
な
り
得
る
。
こ
の
点
、
新
法
は
、
前
述
の
と
お
り
、
違
反
の
効
果
と
し
て
、
損
害
賠
償
と
は
別
に
、
質
物
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
旨
を
明
記
す
る
も
の
の
（
民
法
典
二
三
四
一
条
一
項
・
二
三
四
四
条
一
項
）、
質
物
が
金
銭
の
場
合
は
、
当
該
金
銭
の
返
還
請
求
権
と

通
常
の
被
担
保
債
権
で
あ
る
金
銭
債
権
と
の
間
で
相
殺
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
当
該
金
銭
額
の
分
だ
け
被
担
保
債

権
が
強
制
的
に
回
収
さ
れ
た
に
等
し
い
効
果
を
生
ず
る
に
す
ぎ
ず
、
実
効
性
に
乏
し
い
と
の
指
摘
が
可
能
で
あ
る
（
21
）

。

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
金
銭
質
を
理
解
す
る
上
で
、
預
金
化
さ
れ
た
金
銭
、
い
わ
ゆ
る
預
金
通
貨m

onnaie scripturale （22
）

を
対

三
一
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
〇
四
二
）

象
と
す
る
質
権
の
存
在
に
も
言
及
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ラ
ン
ス
法
上
、
か
か
る
預
金
通
貨
質
も
ま
た
、
金
銭
質
の

一
種
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
二
〇
〇
六
年
改
正
法
の
前
段
階
で
公
表
さ
れ
た
担
保
法
改
正
予
備
草
案
に
は
、
預

金
通
貨
質
に
関
す
る
明
文
規
定
（
二
三
五
七
条
〜
二
三
六
四
条
）
の
創
設
が
提
案
さ
れ
て
い
た
。
結
局
、
同
提
案
は
新
法
に
採
用
さ
れ
な

か
っ
た
も
の
の
、
新
法
上
は
、
前
記
の
種
類
物
質
権
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
、
動
産
質
の
枠
組
み
で
処
理
さ
れ
る
金
銭
質
の
一
種
と
し

て
扱
え
ば
よ
い
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
新
法
で
債
権
者
に
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
分
別
管
理
義
務
の

具
体
的
履
行
方
法
と
し
て
、
預
金
取
扱
機
関
に
お
け
る
凍
結
口
座com

pte bloqué （23
）

を
利
用
し
た
金
銭
の
預
入
れ
と
い
っ
た
も
の
が
想
定

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
凍
結
口
座
を
利
用
し
た
場
合
に
は
、
預
金
取
扱
機
関
側
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
預
金
者
側
に
お

い
て
も
当
該
口
座
か
ら
の
払
戻
し
が
禁
じ
ら
れ
る
た
め
、
こ
れ
に
よ
り
分
別
管
理
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
、
一
見
す
る
と
、
預
金
債
権
を
対
象
と
す
る
質
権
設
定
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
設
定
者
自
身
が
保
有
す
る
預
金
口
座
に
担
保
権

を
設
定
す
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、
債
権
者
の
保
有
す
る
凍
結
口
座
に
設
定
者
が
金
銭
を
振
り
込
ん
だ
場
合
や
、
債
権
者
が
設
定
者
か
ら
交

付
さ
れ
た
金
銭
を
分
別
管
理
義
務
に
則
し
て
自
己
の
保
有
す
る
凍
結
口
座
に
預
け
入
れ
た
場
合
を
も
含
め
て
よ
く
、
つ
ま
り
は
、
預
金
口

座
が
も
つ
分
別
管
理
機
能
を
利
用
し
て
の
金
銭
の
担
保
化
を
広
く
取
り
込
ん
だ
も
の
が
、
こ
こ
で
の
預
金
通
貨
質
の
本
質
で
あ
る
と
い
え

る
。
そ
し
て
、
こ
の
意
味
で
の
預
金
通
貨
質
は
、
広
義
の
金
銭
質
に
関
す
る
実
務
の
大
半
を
占
め
、
し
か
も
、
現
金
に
よ
る
決
済
と
同
視

し
得
る
と
の
点
に
お
い
て
、
む
し
ろ
現
金
を
対
象
と
す
る
金
銭
質
と
同
等
の
法
的
処
理
が
志
向
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
上
、
金
銭
質
は
、
動
産
質
の
一
種
で
あ
る
と
同
時
に
、
無
体
財
産
を
対
象
と
す
る
債
権
質
と
も
連
続
性
を

も
つ
概
念
と
し
て
構
成
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
果
た
し
て
、
こ
の
こ
と
が
、
有
体
物
を
対
象
と
す
る
質
権
と
無
体
物
を
対
象
と
す
る
質

権
と
に
峻
別
し
て
規
定
を
配
置
し
た
新
法
の
体
系
と
整
合
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
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担
保
化
さ
れ
た
金
銭
の
担
保
法
的
考
察
（
清
水
）

（
一
〇
四
三
）

⑵　

担
保
信
託
と
し
て
扱
わ
れ
る
場
合

つ
ぎ
に
、
分
別
管
理
義
務
が
合
意
に
よ
り
免
除
さ
れ
る
と
い
う
法
文
上
の
例
外
的
場
面
に
お
い
て
、
し
か
も
、
所
有
権
を
債
権
者
に
譲

渡
す
る
類
型
の
質
権
設
定
は
あ
り
得
な
い
と
の
立
場
に
与
す
る
な
ら
ば
、
金
銭
質
は
、
名
称
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
担
保
信

託fi ducie-sûreté （24
）

の
一
種
で
あ
る
と
性
質
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
、
日
本
法
で
い
う
と
こ
ろ
の
譲
渡
担
保
に
相
当
す
る
所

有
権
移
転
型
の
担
保
手
段
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
担
保
信
託
の
扱
い
は
、
判
例
を
中
心
に
古
く
か
ら
法
形
成
が
進
め
ら
れ
て
き
た
譲
渡
担
保
を
め
ぐ

る
日
本
法
の
状
況
と
は
明
ら
か
に
相
違
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
が
、
担
保
信
託
の
一
般
的
承
認
を
長
ら
く
拒
絶
し
て
き
た
こ

と
に
由
来
す
る
。
職
業
的
債
権
の
譲
渡
に
お
け
る
担
保
信
託
の
例
外
的
承
認
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
い
わ
ゆ
る
ダ
イ
イ

dailly

譲
渡
（
25
）

に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
、
過
去
に
も
信
託
立
法
の
試
み
が
存
在
し
て
い
た
事
実
・
経
緯
（
26
）

に
つ
い
て
は
、
先
行
業
績
が
既
に
詳

ら
か
に
し
て
お
り
、
こ
こ
で
繰
り
返
す
こ
と
は
避
け
た
い
が
、
こ
こ
で
指
摘
す
べ
き
重
要
な
点
は
、
金
銭
質
も
ま
た
、
担
保
信
託
の
例
外

的
承
認
の
一
例
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
近
時
、「
信
託
を
制
度
化
す
る
二
〇
〇
七
年
二
月
一
九
日
の
法
律
第
二
〇
〇
七
│
二
一
一
号
」
が
信
託
の
一
般
法
を
民
法

典
中
に
導
入
し
、
更
に
は
、「
信
託
に
関
し
て
い
く
つ
か
の
改
正
を
施
す
二
〇
〇
九
年
一
月
三
〇
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
〇
九
│

一
一
二
号
」
が
担
保
信
託
固
有
の
規
定
を
導
入
す
る
な
ど
の
一
連
の
立
法
、
と
り
わ
け
後
者
の
立
法
に
踏
み
切
っ
た
と
い
う
こ
と
（
27
）

が
、
金

銭
質
の
扱
い
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
が
問
題
と
な
る
。

こ
の
点
、
例
え
ば
、
担
保
信
託
と
し
て
の
金
銭
質
に
、
信
託
の
一
般
法
（
民
法
典
二
〇
一
一
条
〜
二
〇
三
〇
条
）
が
等
し
く
適
用
さ
れ
る

と
し
た
場
合
に
は
、
と
り
わ
け
受
託
者
で
あ
る
担
保
権
者
の
資
格
制
限
（
同
二
〇
一
五
条
）
や
有
効
要
件
と
し
て
の
登
録
手
続
（
同

三
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
〇
四
四
）

二
〇
一
九
条
）
が
制
限
的
に
作
用
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
の
信
託
法
は
、
そ
の
歴
史
的
経
緯
か
ら
、
極
め
て
慎
重
か
つ
謙
抑
的

に
立
法
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
簡
便
な
処
理
が
求
め
ら
れ
る
は
ず
の
金
銭
質
に
対
し
て
は
、
信
託
法
の
厳
格
性
が
、
こ
れ
ま
で
の
判

例
上
の
処
理
と
比
べ
て
み
て
も
、
か
え
っ
て
マ
イ
ナ
ス
に
働
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
を
懸
念
す
る
な
ら
ば
、
目
的
物
が
金
銭
の
場
合
に
は
、
特
殊
な
担
保
信
託
と
し
て
、
従
前
の
判
例
に
み
ら
れ
る

法
的
処
理
が
新
法
下
に
お
い
て
も
変
わ
ら
ず
妥
当
す
る
も
の
と
解
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
二
〇
〇
九
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
が

担
保
信
託
に
関
し
て
創
設
し
た
二
三
七
二
│
三
条
三
項
は
、
譲
渡
さ
れ
た
財
産
価
値
の
鑑
定
人
に
よ
る
決
定
を
、
目
的
財
産
が
金
銭
で
あ

る
場
合
に
は
不
要
で
あ
る
旨
明
記
し
て
い
る
た
め
、
担
保
信
託
と
し
て
の
金
銭
質
に
も
、
信
託
の
一
般
法
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
の
が
お

そ
ら
く
自
然
な
解
釈
と
な
る
で
あ
ろ
う
（
民
法
典
二
三
七
二
│
一
条
一
項
参
照
）。

⑶　

小　

括

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
金
銭
質
の
法
的
処
理
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
不
確
定
的
要
素
が
介
在
し
て
お
り
、
そ
の
帰
趨
を
見
定
め
る
に
は

い
ま
だ
時
期
尚
早
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
あ
え
て
以
上
を
総
じ
て
評
す
る
な
ら
ば
、
金
銭
質
に
適
合
的
な
法
的
構
成
を
求
め

つ
つ
も
、
新
立
法
の
影
響
な
ど
に
よ
り
、
一
般
法
の
規
律
か
ら
い
ま
だ
に
う
ま
く
脱
却
し
切
れ
て
い
な
い
の
が
フ
ラ
ン
ス
法
の
現
状
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
結
果
論
で
し
か
な
い
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
敷
金
関
係
を
直
視
し
な
が
ら
そ
の
法
的
構
成
を
模
索
し
て
き
た
日

本
法
の
方
が
む
し
ろ
優
れ
て
い
た
と
も
評
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
担
保
法
的
考
察
の
必
要
性
を
減
ず
る
も
の
と
し

て
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ラ
ン
ス
法
と
は
異
な
る
日
本
の
担
保
法
体
系
の
下
で
は
、
金
銭
の
担
保
化
に
対
す
る
担
保
法

三
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担
保
化
さ
れ
た
金
銭
の
担
保
法
的
考
察
（
清
水
）

（
一
〇
四
五
）

的
考
察
に
一
定
の
実
益
を
見
出
す
余
地
が
な
お
残
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

二　

日
本
法
の
下
で
の
考
察

⑴　

敷
金
関
係
の
金
銭
譲
渡
担
保
権
構
成

日
本
法
の
現
状
の
下
で
、
金
銭
の
担
保
化
を
担
保
法
的
に
捉
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
譲
渡
担
保
と
し
て
の
構
成
が
も
っ
と
も
現
実
的
で

あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
よ
う
な
担
保
信
託
と
し
て
の
構
成
も
考
え
ら
れ
る
が
、
日
本
の
信
託
法
は
い
わ
ゆ
る
管
理
信
託
に
特
化

し
て
お
り
、
そ
の
中
に
担
保
信
託
と
の
共
通
法
を
あ
え
て
見
出
す
よ
り
も
、
判
例
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
譲
渡
担
保
法
の
中
に
担
保

信
託
と
し
て
の
実
質
を
見
出
す
方
が
む
し
ろ
合
理
的
で
あ
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
占
有
＝
所
有
説
自
体
を
批
判
的
に
み
る
近
時
の
見
解
に
従
い
、
金
銭
上
に
質
権
が
成
立
す
る
も
の
と
し
て
構
成
す
る
余
地

も
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
よ
う
に
、
金
銭
を
交
付
さ
れ
た
債
権
者
の
側
に
原
則
と
し
て
分
別
管
理
義
務
を
課
す
と

い
っ
た
法
的
取
扱
い
が
承
認
さ
れ
な
い
限
り
、
当
該
金
銭
の
所
有
権
は
債
権
者
に
移
転
す
る
も
の
と
み
て
、
差
し
当
た
り
は
譲
渡
担
保
と

し
て
の
構
成
を
志
向
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
（
28
）

。
譲
渡
担
保
と
し
て
で
あ
れ
ば
、
設
定
時
に
目
的
物
が
具
体
的
に
特
定
さ
れ
な
い
（
流
動

性
の
あ
る
）
集
合
物
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
も
と
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
ゆ
え
に
、
金
銭
の
よ
う
な
代
替
物
を
担
保
化
す
る
場
合
に
も
適

合
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
一
般
の
譲
渡
担
保
と
は
異
な
り
、
占
有
が
債
権
者
側
に
帰
属
し
て
い
る
点
も
、
譲
渡
担
保
と
し
て
の
構
成
の
妨

げ
と
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
（
29
）

。

し
か
も
、
こ
の
譲
渡
担
保
構
成
に
よ
る
な
ら
ば
、
敷
金
の
法
的
処
理
に
関
し
て
従
前
説
か
れ
て
き
た
も
の
を
担
保
法
理
論
の
中
で
説
明

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
敷
金
契
約
が
賃
貸
借
契
約
に
付
随
す
る
契
約
で
あ
る
こ
と
も
、
担
保
権
の
付
従

三
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
〇
四
六
）

性
に
鑑
み
れ
ば
当
然
の
結
論
と
な
る
し
、
敷
金
返
還
請
求
権
が
賃
貸
目
的
物
の
返
還
時
に
お
い
て
な
お
残
額
が
あ
る
こ
と
を
条
件
に
発
生

す
る
と
の
結
論
も
、
同
請
求
権
が
譲
渡
担
保
に
い
う
と
こ
ろ
の
清
算
金
請
求
権
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
当

然
と
い
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
法
的
構
成
は
、
従
来
の
学
説
・
判
例
が
、
敷
金
返
還
請
求
権
を
中
心
に
敷
金
関
係
を
説
明
し
て
き
た
の
と
は

一
線
を
画
し
、
視
点
の
転
換
を
迫
る
も
の
と
な
ろ
う
。
敷
金
の
返
還
は
あ
く
ま
で
譲
渡
担
保
に
お
け
る
清
算
法
理
の
発
現
に
す
ぎ
ず
、
敷

金
関
係
の
本
体
は
、
担
保
権
者
と
し
て
の
賃
貸
人
が
保
有
す
る
敷
金
そ
の
も
の
で
あ
る
。
賃
貸
人
は
敷
金
返
還
請
求
権
に
お
け
る
義
務
者

と
い
う
よ
り
は
、
金
銭
上
の
譲
渡
担
保
権
を
有
す
る
権
利
者
で
あ
る
と
の
見
方
こ
そ
が
、
担
保
法
的
考
察
を
推
し
進
め
る
上
で
む
し
ろ
正

当
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
敷
金
返
還
義
務
構
成
か
ら
金
銭
譲
渡
担
保
権
構
成
へ
の
転
換
で
あ
る
。

⑵　

金
銭
上
の
担
保
権
の
特
性
に
よ
る
譲
渡
担
保
法
理
の
修
正

も
っ
と
も
、
他
方
で
、
金
銭
上
の
担
保
権
の
特
性
が
一
般
の
譲
渡
担
保
法
理
に
修
正
を
迫
る
場
面
も
出
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例

え
ば
、
金
銭
の
場
合
は
、
売
却
を
通
じ
た
い
わ
ゆ
る
処
分
清
算
が
意
味
を
成
さ
な
い
た
め
、
清
算
方
式
は
事
実
上
、
い
わ
ゆ
る
帰
属
清
算

に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
法
上
既
に
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
通
常
の
担
保
目
的
物
の
清
算
に
お
い
て
前
提
と
な

る
当
該
目
的
物
の
価
額
の
評
価
が
不
要
で
あ
る
点
も
金
銭
の
特
性
に
由
来
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

加
え
て
、
先
に
述
べ
た
最
高
裁
判
例
（
30
）

が
、
い
わ
ば
弁
済
充
当
の
構
成
を
採
用
し
、
賃
料
債
権
の
相
殺
に
よ
る
消
滅
の
構
成
（
相
殺
構
成
）

を
あ
え
て
採
用
し
な
か
っ
た
点
な
ど
も
、
金
銭
上
の
譲
渡
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
帰
属
清
算
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
本
来
の
相
殺
事

例
と
の
間
で
整
合
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
更
に
、
当
然
充
当
と
す
る
こ
と
で
担
保
権
実
行
の
自
由
を
認
め
て

三
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担
保
化
さ
れ
た
金
銭
の
担
保
法
的
考
察
（
清
水
）

（
一
〇
四
七
）

い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
金
銭
の
場
合
は
、
債
権
者
が
一
般
の
被
担
保
債
権
で
あ
る
金
銭
債
権
を
回
収
し
た
と

き
と
、
担
保
物
と
し
て
の
金
銭
を
実
行
に
よ
り
債
権
者
に
帰
属
さ
せ
た
と
き
と
で
、
そ
の
結
果
的
な
財
産
状
況
に
違
い
が
な
い
点
に
鑑
み

る
な
ら
ば
、
実
行
時
期
の
選
択
を
債
権
者
の
自
由
に
委
ね
ず
、
債
権
の
回
収
を
い
た
ず
ら
に
引
き
延
ば
す
よ
う
な
対
応
を
認
め
な
い
こ
と

に
も
一
理
あ
る
と
い
え
よ
う
。

⑶　

賃
貸
借
契
約
当
事
者
の
交
替
に
伴
う
敷
金
関
係
の
承
継

と
こ
ろ
で
、
敷
金
関
係
の
担
保
法
的
考
察
に
あ
た
っ
て
問
題
と
な
り
得
る
の
は
、
賃
貸
借
契
約
当
事
者
（
賃
貸
人
又
は
賃
借
人
）
の
交
替

に
伴
う
敷
金
関
係
の
承
継
で
あ
る
。
判
例
上
確
立
し
て
い
る
こ
れ
ら
の
法
的
解
決
を
譲
渡
担
保
法
理
論
か
ら
導
く
こ
と
が
で
き
る
か
、
あ

る
い
は
、
導
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
敷
金
関
係
を
め
ぐ
る
判
例
理
論
と
譲
渡
担
保
法
理
論
の
い
ず
れ
に
問
題
が
あ
る
の

か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

⒜　

賃
貸
人
た
る
地
位
の
承
継

そ
こ
で
、
ま
ず
、
賃
貸
人
た
る
地
位
の
承
継
の
場
面
か
ら
み
て
い
き
た
い
。
判
例
理
論
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
賃
貸
人
た
る
地
位
の

承
継
に
際
し
て
、
い
っ
た
ん
旧
賃
貸
人
と
の
間
で
敷
金
の
清
算
が
行
わ
れ
、
残
額
に
つ
い
て
新
賃
貸
人
に
敷
金
関
係
が
承
継
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
（
31
）

。

こ
の
点
は
、
一
見
す
る
と
、
賃
貸
人
た
る
地
位
の
承
継
に
伴
っ
て
譲
渡
さ
れ
た
被
担
保
債
権
と
の
い
わ
ゆ
る
随
伴
性
に
よ
り
説
明
で
き

る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
随
伴
性
理
論
の
み
で
は
、
旧
賃
貸
人
と
の
間
で
い
っ
た
ん
敷
金
の
清
算
が
行
わ
れ
る
点
の
説
明
が
困
難
で
あ

三
一
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
〇
四
八
）

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
敷
金
を
も
っ
て
債
権
者
自
ら
の
占
有
に
よ
る
譲
渡
担
保
権
と
捉
え
る
本
稿
の
立
場
で
は
、
単
に
賃
貸
人
た

る
地
位
が
承
継
さ
れ
れ
ば
当
該
譲
渡
担
保
権
も
当
然
に
随
伴
す
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
動
産
質
権
（
民

法
三
五
二
条
参
照
）
と
同
様
に
、
新
賃
貸
人
が
当
該
敷
金
に
対
応
す
る
金
銭
（
32
）

を
占
有
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
第
三
者
対
抗
力
を
備
え
た

完
全
な
金
銭
上
の
譲
渡
担
保
権
を
得
る
に
至
る
も
の
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
賃
貸
人
た
る
地
位
が
承
継
さ
れ
た
も
の

の
、
新
賃
貸
人
が
敷
金
の
占
有
を
い
ま
だ
取
得
し
て
い
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
少
な
く
と
も
賃
借
人
と
の
関
係
で
は
敷
金
関
係
の
承
継

を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
結
果
、
旧
賃
貸
人
の
下
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
敷
金
関
係
は
、
旧
賃
貸
人
に
被
担
保
債

権
が
残
存
し
て
い
れ
ば
こ
れ
に
敷
金
を
充
当
さ
せ
、
も
は
や
残
存
し
て
い
な
け
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
付
従
性
に
よ
り
消
滅
す
る
も
の
と
し
て
、

そ
の
後
は
清
算
関
係
た
る
敷
金
返
還
請
求
の
問
題
へ
と
移
行
す
る
運
命
を
た
ど
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
実
際
に
は
、
新
賃
貸
人
が
敷
金
の
占
有
を
現
実
に
取
得
し
た
場
合
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
現
実
に
取
得
し
た
場
合
で
な
く

と
も
、
賃
貸
目
的
物
の
新
賃
貸
人
へ
の
譲
渡
に
際
し
、
敷
金
額
を
考
慮
し
て
そ
の
代
金
額
が
定
め
ら
れ
た
よ
う
な
場
合
は
、
実
質
的
に
は
、

旧
賃
貸
人
の
敷
金
交
付
義
務
と
新
賃
貸
人
の
代
金
支
払
義
務
と
が
対
当
額
で
相
殺
さ
れ
た
に
等
し
く
、
つ
ま
り
は
、
当
該
敷
金
の
所
有
権

と
当
該
代
金
の
所
有
権
と
が
相
互
に
移
転
し
合
っ
て
交
換
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
法
律
関
係
と
し
て
処
理
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局

の
と
こ
ろ
、
新
賃
貸
人
が
敷
金
の
占
有
を
取
得
し
た
も
の
と
し
て
、
敷
金
関
係
の
承
継
を
賃
借
人
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解

す
べ
き
で
あ
る
（
33
）

。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
承
継
の
場
面
に
お
い
て
、
旧
賃
貸
人
と
し
て
は
、
自
己
に
被
担
保
債
権
額
が
残
存
す
る
限
り
、
い
っ
た
ん
金
銭
上

の
譲
渡
担
保
権
を
実
行
し
た
上
で
残
額
の
敷
金
関
係
に
つ
き
、
こ
れ
を
新
賃
貸
人
に
承
継
さ
せ
た
い
と
考
え
る
の
が
通
常
の
意
思
と
考
え

ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
は
、
判
例
の
立
場
と
同
様
の
処
理
で
よ
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。 三

一
八



担
保
化
さ
れ
た
金
銭
の
担
保
法
的
考
察
（
清
水
）

（
一
〇
四
九
）

⒝　

賃
借
権
の
譲
渡

他
方
、
賃
借
人
た
る
地
位
の
承
継
（
な
い
し
は
賃
借
権
の
譲
渡
）
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
反
対
に
、
賃
貸
人
が
賃
借
権
の
譲
渡
を
承
諾
し

た
と
の
前
提
の
下
で
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
敷
金
関
係
は
新
賃
借
人
に
承
継
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
判
例
（
34
）

の
立
場
で
あ

る
。こ

の
点
を
担
保
法
的
に
考
察
す
る
な
ら
ば
、
賃
借
人
側
の
い
わ
ゆ
る
債
務
引
受
に
よ
っ
て
、
被
担
保
債
権
に
付
従
し
て
い
た
担
保
権
が

存
続
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
消
滅
す
る
の
か
の
問
題
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
観
点
か
ら
は
、
上
記
判
例
は
、

原
則
と
し
て
、
担
保
権
た
る
敷
金
関
係
は
終
了
す
る
と
の
立
場
を
示
し
た
こ
と
と
な
る
。

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
結
論
を
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
日
本
法
上
の
解
釈
論
と
整
合
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
点
に
関
し

て
は
、
債
務
引
受
の
解
釈
論
を
整
合
さ
せ
る
か
、
あ
る
い
は
敷
金
関
係
の
判
例
の
立
場
を
整
合
さ
せ
る
必
要
が
あ
ろ
う
（
35
）

。

⑷　

凍
結
口
座
を
利
用
し
た
金
銭
の
担
保
化
の
法
的
処
理

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
凍
結
口
座com

pte bloqué

を
利
用
し
た
金
銭
の
担
保
化
の
法
的
処
理
に
つ
い
て

も
、
こ
こ
で
併
せ
て
考
察
し
て
お
き
た
い
（
36
）

。
こ
の
点
、
フ
ラ
ン
ス
法
上
広
く
承
認
さ
れ
て
い
る
預
金
通
貨m

onnaie scripturale

の
概

念
自
体
が
日
本
法
に
い
ま
だ
浸
透
し
て
い
な
い
現
状
で
は
、
こ
れ
を
現
金
の
担
保
化
と
同
視
し
て
処
理
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
設
定
者
自
身
が
保
有
す
る
預
金
口
座
に
担
保
権
を
設
定
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
こ
れ
を
、
預

金
債
権
を
対
象
と
す
る
債
権
譲
渡
担
保
又
は
債
権
質
と
し
て
構
成
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

問
題
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
債
権
者
の
保
有
す
る
凍
結
口
座
に
設
定
者
が
金
銭
を
振
り
込
ん
だ
場
合
や
、
債
権
者
が
設
定
者
か
ら
交
付

三
一
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
〇
五
〇
）

さ
れ
た
金
銭
を
分
別
管
理
義
務
に
則
し
て
自
己
の
保
有
す
る
凍
結
口
座
に
預
け
入
れ
た
場
合
を
ど
の
よ
う
に
構
成
す
る
か
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
現
金
を
対
象
と
す
る
譲
渡
担
保
と
し
て
構
成
し
、
凍
結
口
座
の
利
用
は
あ
く
ま
で
現
金
の
管
理
方
法
に
す
ぎ
な
い
と
み
る
か
、
あ

る
い
は
、
債
権
譲
渡
担
保
又
は
債
権
質
に
類
す
る
も
の
と
し
て
構
成
す
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
ひ
と
ま
ず
問
題
点
の
指
摘
に

と
ど
め
た
い
。

⑸　

賃
貸
人
の
倒
産
に
お
け
る
敷
金
関
係
の
取
扱
い

つ
ぎ
に
、
賃
貸
人
の
倒
産
時
に
お
け
る
敷
金
関
係
の
取
扱
い
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
こ
の
点
は
、
平
成
一
一
年
制
定
の
民
事
再
生
法
、

平
成
一
四
年
制
定
の
会
社
更
生
法
及
び
平
成
一
六
年
制
定
の
破
産
法
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
敷
金
返
還
請
求
権
に
関
す
る
新
た
な
規
律
が

設
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
担
保
法
的
考
察
が
特
に
問
題
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
取
扱
い
は
、
清
算
型
の
破
産
法
と
再
生
型
の
民
事
再
生
法
・
会
社
更
生
法
と
で
大
き
く
二
分
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
に
お

い
て
、
敷
金
返
還
請
求
権
を
有
す
る
者
は
、
破
産
者
（
賃
貸
人
）
に
対
す
る
債
務
を
弁
済
す
る
場
合
に
、
そ
の
請
求
額
の
限
度
に
お
い
て

弁
済
額
の
寄
託
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
る
（
破
産
法
七
〇
条
後
段
）。
こ
れ
に
対
し
、
後
者
に
お
い
て
は
、
再
生
・
更
生

債
権
者
が
再
生
・
更
生
手
続
開
始
当
時
、
再
生
・
更
生
債
務
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
が
賃
料
債
務
で
あ
る
場
合
に
は
、
再
生
・
更
生

債
権
者
は
、
再
生
・
更
生
手
続
開
始
後
に
そ
の
弁
済
期
が
到
来
す
べ
き
賃
料
債
務
に
つ
い
て
、
再
生
・
更
生
手
続
開
始
後
そ
の
弁
済
期
に

弁
済
を
し
た
と
き
は
、
再
生
・
更
生
債
権
者
が
有
す
る
敷
金
返
還
請
求
権
は
、
再
生
・
更
生
手
続
開
始
の
時
に
お
け
る
賃
料
の
六
か
月
分

に
相
当
す
る
額
の
範
囲
内
に
お
け
る
そ
の
弁
済
額
を
限
度
と
し
て
、
共
益
債
権
に
な
る
も
の
と
さ
れ
る
（
民
事
再
生
法
九
二
条
三
項
、
会
社

更
生
法
四
八
条
三
項
）。

三
二
〇



担
保
化
さ
れ
た
金
銭
の
担
保
法
的
考
察
（
清
水
）

（
一
〇
五
一
）

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
敷
金
返
還
請
求
権
を
優
遇
す
る
こ
と
で
、
倒
産
手
続
開
始
後
に
お
け
る
賃
料
債
務
の
弁
済
を
促
進
す
る
意
図
を

も
つ
。
こ
の
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
倒
産
手
続
開
始
後
に
お
い
て
は
、
賃
料
債
務
の
弁
済
が
停
止
さ
れ
が
ち
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

な
ぜ
な
ら
、
賃
借
人
に
と
っ
て
、
将
来
行
使
し
得
る
敷
金
返
還
請
求
権
の
確
実
な
回
収
手
段
は
、
賃
料
債
務
の
弁
済
を
停
止
す
る
こ
と
で
、

そ
の
未
払
債
務
の
弁
済
に
当
該
敷
金
を
充
当
さ
せ
る
よ
う
賃
貸
人
を
仕
向
け
る
こ
と
で
あ
る
と
こ
ろ
、
賃
貸
人
の
倒
産
時
に
は
敷
金
の
正

常
な
回
収
が
い
っ
そ
う
困
難
に
な
る
た
め
、
そ
う
し
た
傾
向
が
強
ま
る
も
の
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
か
か
る
優
遇
措
置
を
担
保
法
上
も
正
当
化
し
得
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
の
点
、
前
述
の
と
お
り
、
敷
金
返
還

請
求
権
が
譲
渡
担
保
法
上
の
清
算
金
請
求
権
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
清
算
金
請
求
権
に
対
す
る
倒
産
法
上
の
取
扱
い

を
確
認
す
る
こ
と
で
、
そ
の
対
比
か
ら
、
当
該
措
置
の
担
保
法
的
正
当
化
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
具
体
的
に
は
、
譲
渡
担
保
権
者

が
倒
産
し
た
場
合
に
お
け
る
設
定
者
の
清
算
金
請
求
権
の
処
遇
に
つ
い
て
確
認
す
べ
き
こ
と
と
な
る
。

も
っ
と
も
、
現
在
の
判
例
・
学
説
上
、
こ
の
点
は
必
ず
し
も
明
確
と
は
い
え
な
い
。
現
在
で
は
、
旧
破
産
法
八
八
条
（
37
）

が
削
除
さ
れ
た
こ

と
か
ら
問
題
は
単
純
化
さ
れ
、
被
担
保
債
権
を
完
済
す
れ
ば
担
保
目
的
物
に
つ
き
設
定
者
は
取
戻
権
を
有
す
る
と
さ
れ
る
ま
で
は
よ
い
が
、

倒
産
者
側
が
担
保
権
を
実
行
し
た
結
果
発
生
す
る
清
算
金
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
果
た
し
て
財
団
債
権
（
破
産
法
一
四
八
条
一
項
四
号
参
照
）

あ
る
い
は
共
益
債
権
（
民
事
再
生
法
一
一
九
条
五
号
参
照
）
と
し
て
処
遇
し
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
よ
い
と
す
る
な
ら
ば
、
敷
金

返
還
請
求
権
に
つ
き
、
民
事
再
生
法
・
会
社
更
生
法
が
こ
れ
を
共
益
債
権
と
し
て
い
る
こ
と
自
体
は
清
算
金
請
求
権
と
同
等
の
取
扱
い
と

み
ら
れ
る
が
、
同
法
が
共
益
債
権
化
を
賃
料
の
六
か
月
相
当
額
の
範
囲
に
制
限
し
て
い
る
こ
と
は
い
か
に
説
明
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
ま
た
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
、
倒
産
法
独
自
の
論
理
に
由
来
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
例
え
ば
倒
産
手
続
開
始
前
に
既
に
発
生
し

て
い
た
清
算
金
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
一
般
の
債
権
者
と
同
じ
処
遇
に
と
ど
ま
る
と
み
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
二
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
〇
五
二
）

こ
れ
ら
の
問
題
の
検
討
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
清
算
金
請
求
権
の
実
体
法
的
処
遇
を
定
め
る
こ
と
で
、
譲
渡
担
保
法
上
、
そ
の
位
置
付

け
を
明
ら
か
に
す
る
と
の
作
業
に
帰
着
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
清
算
金
は
譲
渡
担
保
権
に
対
す
る
余
剰
価
値
の
顕
現
で
あ
る
か
ら
、
清

算
金
請
求
権
を
倒
産
法
上
優
遇
す
る
こ
と
は
、
結
果
的
に
、
同
請
求
権
を
担
保
化
し
得
る
立
場
に
あ
る
後
順
位
担
保
権
者
の
優
遇
に
つ
な

が
る
（
38
）

。
ま
た
、
逆
に
こ
れ
を
優
遇
し
な
い
こ
と
は
、
複
数
担
保
の
設
定
を
許
容
す
る
抵
当
権
な
ど
と
は
異
な
り
、
ひ
と
り
譲
渡
担
保
権
者

の
優
先
弁
済
権
だ
け
を
確
保
す
る
の
が
譲
渡
担
保
の
担
保
権
と
し
て
の
特
性
で
あ
る
と
の
理
解
に
つ
な
が
る
。
つ
ま
り
は
、
譲
渡
担
保
の

将
来
を
、
典
型
担
保
と
の
同
化
の
文
脈
で
描
く
か
、
あ
る
い
は
典
型
担
保
と
の
複
線
化
の
文
脈
で
描
く
か
の
相
違
で
あ
り
、
譲
渡
担
保
法

を
流
れ
る
二
つ
の
川
の
分
水
嶺
を
成
す
も
の
と
も
い
え
よ
う
。

更
に
、
ひ
と
た
び
見
方
を
変
え
て
み
る
と
、
敷
金
返
還
請
求
権
に
お
い
て
は
、
敷
金
そ
の
も
の
が
担
保
目
的
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
倒

産
法
上
、
む
し
ろ
担
保
目
的
物
に
対
す
る
取
戻
権
と
同
等
に
処
遇
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
も
あ
り
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
場
合

に
よ
っ
て
は
、
賃
借
人
側
の
誠
実
な
履
行
に
よ
り
、
最
後
ま
で
弁
済
充
当
さ
れ
る
こ
と
な
く
全
額
の
敷
金
が
返
還
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得

る
点
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
敷
金
返
還
請
求
権
を
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
担
保
権
の
実
行
を
前
提
と
し
た
清
算
金
請
求
権
と
同
列
に
扱
う

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
も
生
じ
よ
う
。

第
四　

結　

語

敷
金
の
仕
組
み
は
、
相
殺
（
民
法
五
〇
五
条
以
下
）
の
仕
組
み
が
担
保
的
機
能
を
も
つ
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
（
39
）

の
と
は
違
っ
て
、
担
保
制
度

そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
敷
金
関
係
か
ら
生
起
す
る
様
々
な
問
題
（
40
）

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
正
面
か
ら
担
保
法
の
枠
内
で
考
察
す
る

こ
と
こ
そ
が
肝
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
敷
金
返
還
請
求
権
を
中
心
に
据
え
た
従
来
の
理
論
構
成
は
反
省
の
余
地
が
あ
る
。
こ
れ

三
二
二



担
保
化
さ
れ
た
金
銭
の
担
保
法
的
考
察
（
清
水
）

（
一
〇
五
三
）

ま
で
は
金
銭
の
特
性
か
ら
困
難
と
思
わ
れ
て
き
た
も
の
の
、
前
述
の
と
お
り
、
金
銭
上
の
譲
渡
担
保
権
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
り
、
な
お
か
つ
分
析
軸
と
し
て
有
用
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
は
、
担
保
権
者
で
あ
る
賃
貸
人
側
の
権
利
を
敷
金
関
係
の
中
に
見
出
す

視
点
を
加
え
る
こ
と
で
、
担
保
法
全
体
と
の
整
合
性
・
均
衡
の
と
れ
た
法
理
論
を
構
築
し
て
い
く
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

（
1
） 

民
法
六
二
九
条
二
項
た
だ
し
書
が
想
定
す
る
雇
用
契
約
上
の
身
元
保
証
金
や
、
各
種
サ
ー
ビ
ス
利
用
時
に
要
求
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
デ
ポ
ジ
ッ

ト
（
保
証
金
）
な
ど
も
、
金
銭
の
担
保
化
の
一
例
と
い
え
よ
う
。

（
2
） 

法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
要
綱
仮
案
」（
二
〇
一
四
年
）
第
三
三
の
七
は
、
あ
く
ま
で

賃
貸
借
法
の
改
正
提
案
と
し
て
、
敷
金
規
定
の
明
文
化
を
掲
げ
る
。

（
3
） 

保
証
金
の
担
保
法
的
性
質
を
比
較
的
詳
細
に
論
じ
る
も
の
と
し
て
は
、
神
戸
寅
次
郎
「
権
利
質
論
」『
神
戸
寅
次
郎
著
作
集
（
下
）』
一
六
七
頁

以
下
（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
、
一
九
七
〇
年
）〔
初
出
、「
不
規
則
質
ニ
付
テ
」
法
学
志
林
一
三
巻
四
・
五
号
（
一
九
一
一
年
）〕
が
あ
る
。

（
4
） 

判
例
に
つ
き
、
最
判
昭
和
二
九
年
一
一
月
五
日
刑
集
八
巻
一
一
号
一
六
七
五
頁
、
最
判
昭
和
三
九
年
一
月
二
四
日
判
時
三
六
五
号
二
六
頁
、
学

説
に
つ
き
、
田
髙
寛
貴
「
金
銭
の
特
殊
性
」
内
田
貴
ほ
か
編
『
民
法
の
争
点
』
一
六
四
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）、
同
「
金
銭
論
」『
財
の
多
様

化
と
民
法
学
』
六
四
八
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
一
四
年
）
参
照
。

（
5
） 

大
判
大
正
一
五
年
七
月
一
二
日
民
集
五
巻
九
号
六
一
六
頁
、
大
判
昭
和
一
〇
年
二
月
一
二
日
民
集
一
四
巻
三
号
二
〇
四
頁
以
来
の
通
説
・
判
例

と
さ
れ
る
（
幾
代
通
「
敷
金
」『
総
合
判
例
研
究
叢
書
民
法
⑴
』
一
五
二
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
一
九
五
六
年
）
参
照
）。

（
6
） 

も
っ
と
も
、
留
置
権
に
つ
い
て
は
、
競
売
に
よ
る
換
価
金
の
留
置
を
認
め
る
ほ
か
、
商
事
留
置
権
の
目
的
物
で
あ
る
取
立
委
任
に
係
る
約
束
手

形
の
取
立
金
の
留
置
を
認
め
る
の
が
判
例
で
あ
る
（
最
判
平
成
二
三
年
一
二
月
一
五
日
民
集
六
五
巻
九
号
三
五
一
一
頁
）。
こ
れ
は
、「
金
銭
の
所
有

と
占
有
の
例
外
的
不
一
致
が
認
め
ら
れ
る
『
特
段
の
事
情
』
が
あ
る
場
合
に
当
た
る
」（
田
中
秀
幸
「
最
判
解
」
曹
時
六
五
巻
一
一
号
二
九
三
九
頁
）

も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。

三
二
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
〇
五
四
）

（
7
） 

実
際
に
は
、
金
銭
債
権
者
に
対
し
て
金
銭
を
給
付
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
代
物
弁
済
で
は
な
く
、
本
来
の
弁
済
で
あ
る
と
の
見
方

も
可
能
で
あ
ろ
う
。

（
8
） 
最
一
小
判
平
成
一
四
年
三
月
二
八
日
民
集
五
六
巻
三
号
六
八
九
頁
。

（
9
） Jacques M

estre, E
m
m
anuel P

utm
an et M

arc B
illiau, T

raité d
e D

roit civil – D
roit spécial d

es sû
retés réelles, L

.G
.D
.J., 

1996, nﾟ797, p. 216

（
10
） H

., L
. et J. M

azeaud par Y
. P
icod, L

eçon
s d

e d
roit civil, t.3, 1er vol., S

û
retés et pu

blicité fon
cière, 7

e éd., 1999, nﾟ91-4, p. 

172

（
11
） 

フ
ラ
ン
ス
の
金
銭
質
に
つ
き
以
下
の
文
献
が
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
文
献
等
に
依
拠
し
て
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。S

arah B
ros, 

G
a

ges su
r som

m
es d

’a
rgen

t, L
am
y droit des sûretés, nﾟ268 ; S

arah T
orck, L

es sû
retés su

r som
m

es d
’a

rgen
t a

p
rès 

l’ord
on

n
an

ce d
u

 23 m
ars 2006 portan

t réfom
e d

u
 d

roit d
es sû

retés et la loi su
r la fi d

u
cie d

u
 19 février 2007, R

D
 bancaire et 

fi n. 2008, étude 2｠; D
idier-R

. M
artin, L

e gage-espèces, D
. 2007, p. 2556｠; D

. L
egeais, L

e gage-espèces après la réform
e d

es 

sû
retés, D

r. &
 patr.｠2007, n

°162, p. 70｠; D
om
inique B

ureau, L
e gage-espèces, u

n
e sû

retés atteign
an

t sa m
atu

rité ?, D
r. et 

patrim
oine 1999, n

°77, p. 22｠; G
illes C

uniberti, L
e gage-espèces (d

e l’accession
 en

 m
atière m

on
étaire), L

P
A
 5 nov. 1999, p. 

4｠; M
. C
abrillac, L

es sû
retés con

ven
tion

n
elles su

r l’argen
t, in L

es activités et les bien
s d

e l'en
treprise, M

élanges off erts à 

Jean D
erruppé, Joly-L

itec, 1991, p. 333

（
12
） L

aurent A
ynès et P

ierre C
rocq, L

es sû
retés ‒ L

a pu
blicité fon

cière, 9
e éd., D

efrénois, 2014, nﾟ505

（
13
） 

後
述
す
る
条
文
訳
を
尊
重
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
「
代
替
物
質
権
」
と
呼
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
法
上
、「
代
替
物
」
と
「
種

類
物
」
と
を
同
視
す
る
の
が
一
般
的
な
見
解
で
あ
る
た
め
、
実
際
に
は
、「
種
類
物
質
権
」
と
称
し
て
も
、
そ
の
実
質
は
異
な
る
こ
と
が
な
い
。

（
14
） 

フ
ラ
ン
ス
法
上
の
「
通
貨m

onnaie

」
概
念
に
は
、
本
稿
に
い
う
「
金
銭
」
に
相
当
す
る
信
用
通
貨m

onnaie fi duciaire

の
ほ
か
、
預
金
口

座
を
通
じ
て
決
済
さ
れ
る
預
金
通
貨m

onnaie scripturale

（
後
掲
第
三
の
一
⑴
参
照
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。

（
15
） 

し
か
し
、
分
別
管
理
〝義
務
〞
が
課
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
実
際
に
分
別
管
理
が
な
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
点
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
同
義
務
を

三
二
四



担
保
化
さ
れ
た
金
銭
の
担
保
法
的
考
察
（
清
水
）

（
一
〇
五
五
）

怠
っ
た
結
果
と
し
て
事
実
上
生
じ
た
債
権
者
の
固
有
資
産
へ
の
混
入
に
対
し
て
な
お
、
質
権
の
付
与
を
維
持
で
き
る
か
は
定
か
で
な
い
。

（
16
） 

当
該
文
書
に
は
、
被
担
保
債
務
、
質
物
の
量
及
び
質
物
の
種
類
又
は
性
質
の
表
示
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

（
17
） 
二
〇
〇
三
年
四
月
二
三
日
破
毀
院
商
事
部
判
決
（JC

P
. 2003,Ⅱ

,10140

）。

（
18
） 
一
九
九
六
年
四
月
九
日
破
毀
院
商
事
部
判
決
（D

. 1996, jur., p. 399

）、
二
〇
〇
一
年
五
月
九
日
破
毀
院
商
事
部
判
決
（JC

P
. G
. 2001, I, 

356, n

°16
）。

（
19
） 

旧
法
下
に
つ
き
、
一
九
八
九
年
六
月
一
三
日
破
毀
院
商
事
部
判
決
（L

exilaser cassation, nﾟ886

）。

（
20
） 

二
〇
〇
五
年
一
一
月
一
五
日
破
毀
院
第
一
民
事
部
判
決
（B

ull. C
iv. Ⅳ

, nﾟ415, p. 347

）。
金
銭
質
の
場
合
は
売
却
に
よ
る
実
行
（
処
分
清

算
）
が
無
意
味
で
あ
る
た
め
、
問
題
と
な
る
の
は
流
質
に
よ
る
実
行
（
帰
属
清
算
）
の
方
法
の
み
と
な
る
。

（
21
） 

他
方
、
金
銭
以
外
の
種
類
質
物
を
返
還
す
べ
き
場
合
に
は
、
相
殺
に
よ
る
処
理
は
一
般
に
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
当
該
質
物
の
み
が
返
還
さ
れ

て
、
債
権
者
は
被
担
保
債
権
全
額
に
つ
き
無
担
保
の
一
般
債
権
者
と
な
っ
て
し
ま
う
。

（
22
） 

預
金
通
貨
の
概
念
に
つ
き
、
牧
瀬
義
博
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
よ
る
我
民
商
法
理
論
の
再
構
成
⑷
預
金
通
貨
と
法
律
」
判
タ
三
三
四
号
五
三
頁
以
下

（
一
九
七
六
年
）
及
び
森
田
宏
樹
「
電
子
マ
ネ
ー
の
法
的
構
成
⑶
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
六
一
九
号
三
一
頁
以
下
（
一
九
九
七
年
）
参
照
。

（
23
） 

預
金
取
扱
機
関
と
預
金
者
と
の
間
の
担
保
に
関
す
る
合
意
や
、
預
金
者
の
債
権
者
に
よ
る
口
座
の
差
押
え
等
に
よ
っ
て
預
金
の
払
戻
し
が
凍
結

さ
れ
た
場
合
の
口
座
を
い
う
。

（
24
） L

. A
ynès et P

. C
rocq, op. cit., nﾟ774 et s.

（
25
） 

企
業
信
用
を
容
易
に
す
る
一
九
八
一
年
一
月
二
日
の
法
律
第
一
号
に
よ
る
も
の
。
池
田
真
朗
「
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
お
け
る
指
名
債
権
譲
渡
法
理

の
展
開
」『
債
権
譲
渡
の
研
究
〔
増
補
2
版
〕』
二
六
九
頁
以
下
（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
）、
山
田
誠
一
「
金
融
機
関
を
当
事
者
と
す
る
債
権
の
譲

渡
お
よ
び
質
入
れ
│
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
最
近
の
動
向
」
金
融
法
研
究
七
号
五
八
頁
（
一
九
九
一
年
）、
同
資
料
編
六
号
五
〇
頁
（
一
九
九
〇
年
）、

池
田
真
朗
「
債
権
流
動
化
と
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
」『
債
権
譲
渡
法
理
の
展
開
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
）、
同
「
ダ
イ
イ
法
の
展
開
」『
債
権
譲

渡
と
電
子
化
・
国
際
化
（
債
権
譲
渡
の
研
究
第
4
巻
）』
二
九
七
頁
以
下
（
二
〇
一
〇
年
）、
白
石
大
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
将
来
債
権
譲
渡
と
譲
渡

人
の
倒
産
手
続
と
の
関
係
」
比
較
法
学
四
三
巻
二
号
六
九
頁
（
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
参
照
。

三
二
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
〇
五
六
）

（
26
） 

大
島
俊
之
「
フ
ラ
ン
ス
の
信
託
法
草
案
」
信
託
一
六
四
号
三
〇
〜
四
二
頁
（
一
九
九
〇
年
）、
山
田
誠
一
「
海
外
金
融
法
の
動
向
・
フ
ラ
ン
ス
」

金
融
法
研
究
八
号
一
〇
五
〜
頁
（
一
九
九
二
年
）、
角
紀
代
恵
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
信
託
の
動
向
│
信
託
法
制
定
を
中
心
と
し
て
」
信
託
法
研
究

一
八
号
五
三
〜
七
四
頁
（
一
九
九
四
年
）、
西
澤
宗
英
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
るfi ducie

（
信
託
）
立
法
の
試
み
」
青
山
法
学
論
集
三
八
巻
三
＝
四
号

六
二
四
〜
五
九
七
頁
（
一
九
九
七
年
）、
金
子
敬
明
「
大
陸
法
に
お
け
る
信
託
の
可
能
性
？
│
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
信
託
（fi ducie

）
の
動
向
」
新

井
誠
編
『
高
齢
社
会
に
お
け
る
信
託
と
遺
産
承
継
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
。

（
27
） 

小
梁
吉
章
『
フ
ラ
ン
ス
信
託
法
』（
信
山
社
、
二
〇
一
一
年
）、
中
原
太
郎
「
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
お
け
る
『
信
託
』
に
つ
い
て
」
水
野
紀
子
編

著
『
信
託
の
理
論
と
現
代
的
展
開
』
二
五
三
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
一
四
年
）
な
ど
参
照
。

（
28
） 

か
か
る
譲
渡
担
保
構
成
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
既
に
、
安
永
正
昭
「
判
批
」
金
法
一
六
八
四
号
四
〇
頁
（
二
〇
〇
三
年
）
が
あ
る
。

（
29
） 

こ
の
点
、
敷
金
契
約
を
も
っ
て
担
保
目
的
の
消
費
寄
託
契
約
と
解
す
る
近
時
の
見
解
（
荒
木
新
五
「
賃
貸
借
契
約
に
お
け
る
敷
金
」
野
村
豊
弘

先
生
還
暦
記
念
『
21
世
紀
判
例
契
約
法
の
最
前
線
』
一
五
一
頁
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二
〇
〇
六
年
））
が
注
目
さ
れ
る
も
の
の
、「
担
保
目
的
」
で

あ
る
こ
と
を
重
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
更
に
歩
を
進
め
て
、
消
費
物
を
対
象
と
す
る
譲
渡
担
保
契
約
で
あ
る
と
し
た
方
が
、
法
的
構
成
と
し
て
よ
り

直
接
的
で
あ
る
と
い
う
の
が
本
稿
の
立
場
で
あ
る
。

（
30
） 

前
掲
注（
8
）最
判
平
成
一
四
年
三
月
二
八
日
。

（
31
） 

最
一
小
判
昭
和
四
四
年
七
月
一
七
日
民
集
二
三
巻
八
号
一
六
一
〇
頁
な
ど
。

（
32
） 

種
類
物
と
し
て
の
金
銭
に
つ
い
て
は
、
賃
借
人
か
ら
受
領
し
た
敷
金
そ
の
も
の
を
新
賃
貸
人
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
く
、

敷
金
額
に
相
当
す
る
金
銭
を
新
た
な
敷
金
と
し
て
新
賃
貸
人
に
交
付
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

（
33
） 

こ
の
よ
う
に
、
相
殺
の
一
効
果
と
し
て
、
金
銭
所
有
権
の
相
互
移
転
を
認
め
る
と
い
う
考
え
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ

は
、
相
互
移
転
に
具
体
的
実
益
が
見
出
せ
な
か
っ
た
か
ら
に
す
ぎ
ず
、
賃
貸
人
た
る
地
位
の
承
継
に
伴
う
敷
金
の
所
有
権
移
転
が
問
題
と
な
っ
た
よ

う
に
、
そ
の
実
益
を
見
出
し
得
る
場
面
に
お
い
て
は
本
稿
の
如
き
立
論
も
な
お
可
能
と
い
え
よ
う
。

（
34
） 

最
二
小
判
昭
和
五
三
年
一
二
月
二
二
日
民
集
三
二
巻
九
号
一
七
六
八
頁
。

（
35
） 

こ
の
点
、
前
掲
注（
2
）要
綱
仮
案
第
二
一
の
四
⑴
に
よ
れ
ば
、
免
責
的
債
務
引
受
に
よ
る
担
保
権
の
移
転
に
は
、
担
保
を
設
定
し
た
債
務
者
の
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担
保
化
さ
れ
た
金
銭
の
担
保
法
的
考
察
（
清
水
）

（
一
〇
五
七
）

承
諾
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
。
概
ね
判
例
と
整
合
し
よ
う
。

（
36
） 

日
本
の
預
金
取
扱
金
融
機
関
に
お
い
て
、
こ
の
凍
結
口
座
に
対
応
す
る
実
務
が
存
在
す
る
か
は
定
か
で
な
い
も
の
の
、
理
論
上
は
可
能
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
法
理
論
的
な
検
討
を
加
え
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

（
37
） 
同
条
は
、「
破
産
宣
告
前
破
産
者
ニ
財
産
ヲ
譲
渡
シ
タ
ル
者
ハ
担
保
ノ
目
的
ヲ
以
テ
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
理
由
ト
シ
テ
其
ノ
財
産
ヲ
取
戻
ス
ル
コ
ト

ヲ
得
ス
」
と
定
め
、
立
法
論
的
批
判
を
受
け
て
い
た
（
米
倉
明
「
譲
渡
担
保
と
破
産
法
八
八
条
」『
譲
渡
担
保
』
一
一
二
頁
（
弘
文
堂
、
一
九
七
八

年
）
参
照
）。

（
38
） 

こ
の
点
で
は
、
担
保
信
託
に
信
託
の
一
般
法
を
適
用
す
る
こ
と
で
、
担
保
権
者
の
倒
産
に
対
し
て
も
一
定
の
倒
産
隔
離
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
フ

ラ
ン
ス
法
の
立
場
に
示
唆
を
求
め
る
こ
と
も
可
能
と
思
わ
れ
る
。

（
39
） 

最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
二
四
日
民
集
二
四
巻
六
号
五
八
七
頁
、
最
判
平
成
二
四
年
五
月
二
八
日
民
集
六
六
巻
七
号
三
一
二
三
頁
な
ど
参
照
。

（
40
） 

そ
の
他
、
税
法
に
お
け
る
敷
金
関
係
の
取
扱
い
に
つ
い
て
も
言
及
す
べ
き
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

（
な
お
、
本
論
文
は
、
公
益
財
団
法
人
全
国
銀
行
学
術
研
究
振
興
財
団
の
研
究
助
成
金
に
基
づ
く
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。）
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